[bookmark: _GoBack]育児休業手当金（パパ・ママ育休プラス）

１　支給対象者
　子が１歳に達する以前に、組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合には、その子が１歳２か月に達するまで育児休業手当金が支給されます。（パパ・ママプラス※）
　子が１歳２か月なるまでの間で育児休業を取得した期間について、母が組合員の場合は産前産後休暇を含めて最大１年間、父が組合員の場合は最大１年間支給されます。
（父母ともに組合員の場合もそれぞれに支給されます。）
※男性の育児参加を促進する観点から、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業期間の延長

２　支給額及び上限額
　　子が１歳に達するまで支給される育児休業手当金と同じ。 
　　　①育児休業開始から180日に達するまでの間：標準報酬日額（標準報酬月額÷22）×６７％
　　　②残りの期間：標準報酬日額（標準報酬月額÷22）×５０％
　　ただし、雇用保険法による育児休業給付の給付上限相当額が上限となります。
　　　※雇用保険法による給付上限相当額　
　　　　・令和５年８月～ １４,０９７円（但し、休業開始～180日間までの期間。それ以降は１０,５２０円を適用）
     　・令和６年８月～ １４,３３４円（但し、休業開始～180日間までの期間。それ以降は１０,６９７円を適用）
　  　・令和７年８月～ １４,７１８円（但し、休業開始～180日間までの期間。それ以降は１０,９８４円を適用）

３　支給イメージ
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